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１  総則 

１.１ 適用範囲 

a)  この仕様書は、輪島分屯基地が行う市販型車両の外注整備について、 

   契約相手方が実施する共通事項について規定する。 

b)  この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容が相違する場

合は、個別仕様書を優先する。 

１.２ 用語の定義 

   この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書に用いる用語は、次

の通りとする。 

a)  個別ＴＯ等 

   個別ＴＯとは次のものをいう。 

 1) 当該車両等に適用する技術指令書（Ｊ．Ｔ．Ｏ．） 

 2) 製造会社取引説明書等（製造会社が車両等の整備を目的として作成し

た取扱説明書、修理書、オーバーホール指令書、整備基準、部品目録及

び図面で整備作業基準となるもの。） 

b)  車両等 

   車両等とは、航空自衛隊車両等整備基準（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－１０－９）

の第１－２表に示す車両及びその構成品、部品、付属品及び予備品をい

う。 

 

 

 



c)  修理不能 

   修理不能とは、次の各号の場合をいう。 

 1)  個別仕様書に特に指示がない限り、修理に必要な部品材料費（官給品 

を含む。）役務費及び梱包輸送費を含む総費用が、新規取得価格の６

５％以上になる場合。 

 2) 特に官側が規定した場合 

ｄ)  監督 

   監督とは、契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中に

おいて、契約の要求事項に適合するか否かを確認することをいう。 

e)  検査 

   検査とは、調達物品等の品質及び数量等が当該契約の要求事項に適合

するか否かを確認し、合格または不合格の判定を行うことをいう。 

１.３ 関連文書 

   この仕様書に引用する次の文章は、この仕様書に規定する範囲内にお

いて、この仕様書に一部をなすものであり、特に版を指定するもの以外

は入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

1.3.1 引用文書 

a)  道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号） 

b)  道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号） 

c)  道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号） 

d)  自動車点検基準（昭和２６年運輸省令第７０号） 

e)  自動車の点検及び整備に関する手引き（平成１２年運輸省告示第１６

２号） 

f)  自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号） 

g)  自動車整備標準作業点数表（社団法人日本自動車整備振興会連合会） 

h)  航空自衛隊物品管理補給規則（昭和４３年航空自衛隊達第３５号） 

i)  航空自衛隊装備品等整備規則（昭和４６年航空自衛隊達第１０号） 

j)  航空自衛隊調達規則（ＪＡＦＲ１２４） 

k)  航空自衛隊物品管理補給手続（ＪＡＦＲ１２５） 

l)  航空自衛隊技術指令書制度（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－５－１） 

m)  航空自衛隊装備品等共通整備規則（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－１０－１） 

o)  航空自衛隊車両等整備基準（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－１０－９） 

p)  車両等の塗装及び標識（Ｊ．Ｔ．Ｏ．３６－１－３） 

q)  車両等検査要領（Ｊ．Ｔ．Ｏ．３６－１－６） 

r)  車両等の防錆処置要領（Ｊ．Ｔ．Ｏ．３６－１－５２） 

s)  個別ＴＯ等 



２  役務に関する要求 

２.１ 全般 

   整備作業は、次の各号に示す要求事項を満足するものとし、整備作業の 

   実施に際しては車両等の特性、状態を考慮して整備資源及び整備工数 

   等を経済的かつ効率的に使用して作業を実施しなければならない。 

２.２ 整備作業の種類 

   契約相手方の行うもののうちから個別仕様書で指定する。 

2.2.1 定期点検整備 

   定期点検整備は道路運送車両法第４８条に基づく定期点検（3か月、 

   6か月、12か月、24か月）を次の行程に従い実施するものとする。定 

   期点検の結果、道路運送車両法の保安基準（以下「保安基準」という。 

   ）に適合しない状態又はそのおそれがある場合はその状態を官側に法 

   告し、承認を得た後に分解整備、修理等の作業を実施するものとする。 

2.2.2 定期検査整備 

   定期検査整備は、航空自衛隊車両等整備基準に定める（Ｊ．Ｔ．Ｏ．０

０－１０－９）Ｉ検査又はＭ検査を次の工程に従い実施するものとす

る。定期検査の結果、自衛隊の使用する自動車に関する訓令の保安基準

に適合しない状態又はそのおそれがある場合は、その状態を官側に報

告し、承認を得た後に分解整備、修理等を実施するものとする。 

2.2.3 その他の整備 

   その他の整備は、個別仕様書で規定した作業を実施する。 

２.３ 作業内容 

   この仕様書の２.２項に示す各工程の作業は、個別仕様書で特に規定す   

   るほか、次の通り実施しなければならない。 

2.3.1 定期点検 

   定期点検は自動車点検基準、自動車の点検及び整備に関する手引きに 

   基づき、目視点検、機能点検又は計測等の作業を行い、車両等が規定 

   の性能を発揮するに必要な作業要否を確認する。その結果を自動車点 

   検基準に定める定期点検記録簿等に記録するものとする。 

2.3.2 定期検査 

   定期検査は、車両等検査要領（Ｊ．Ｔ．Ｏ．３６－１－６）に定める 

   検査手順に基づき目視点検、機能点検又は計測等の作業を行い、車両等 

   が規定の性能を発揮するに必要な作業要否を確認する。その結果を航 

   空自衛隊車両等整備基準（Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－１０－９）に定める車両  

   等作業用紙に記録するものとする。 

 



2.3.3 分解整備 

   分解整備は、定期点検又は定期検査の結果、判明した要修理箇所を整備 

   するため必要な単位に分解する。また、分解した部品は個別ＴＯに定め  

   る整備基準等に基づき目視点検、機能点検又は計測等の作業を行い、車 

   両等が規定の性能を発揮するに必要な修理方法及び交換を要する構成 

   品、部品、材料（以下「部品等」という。）等を判定する。なお、分解 

   した部品は交換部品等を除き、品質を維持するための洗浄等の処置を 

   行う。 

2.3.4 修理等 

   修理等は、この仕様書の２．３．３項で判定された修理方法により、要 

   修理個所を車両等が既定の性能を発揮するよう修復するため、次の作 

   業を行う。 

a)  交換 

   交換は２．３．３項で交換を要すると判定された部品を２．４項により 

   交換する。 

b)  加工 

   加工は修理のため要修理品の状態、特性に応じて最も適した方法で行  

   う。 

C)  組立・調整 

   組立・調整は、２．３．３項で使用可能品と判定されたもの又は、２． 

   ３．４項の a)及び b)により修復した部品等を車両等の性能を発揮させ 

   るため適正な手順、方法により組立て、必要に応じ各位部位を調節す 

   る。 

d)  潤滑 

   潤滑は、車両等の必要な部位又は部品等に必要な潤滑効果を得るため 

   適合した油脂を選定（官給品は除く。）のうえ適正量を給油する。 

2.3.5 塗装及び標識は、車両等の塗装及び標識（Ｊ．Ｔ．Ｏ．３６－１－３） 

   並びに車両等の防錆処置要領（Ｊ．Ｔ．Ｏ．３６－１－５２）に基づき 

   実施するものとする。 

2.3.6 作業の中止 

   次に示す場合は、作業を一時中止し、契約担当官に申し出て指示を受け 

   るものとする。 

a)  車両等を修復するため、仕様書で規定した以外の整備作業が必要な場  

   合 

b)  車両等が整備作業中に修理不能に該当する判明した場合 

 



２.４ 部品・材料 

a)  整備作業に必要な部品・材料は、個別仕様書で規定したものを除き、 

   契約相手方で準備するものとする。 

b)  部品・材料は、原則として製造会社の純正部品と同等の品質を有する 

   優良部品とする。 

c)    整備作業において、修理不能品（組立品）が発生し、これの一部が使用 

   可能な部品であり、他の組立品の修理等に流用することが可能な場合 

   は、活用を図るものとする。 

２.５ 機能・性能 

   車両等の機能・性能は個別仕様書で特に規定する場合を除き、保安基準 

   に適合したものでなければならない。 

３    品質保証 

３.１ 品質保証資料 

   契約相手方は、この仕様書の２.３項により作成した結果等を品質保証 

   資料として、これらの写し契約が完了した会計年度の翌年の４月１日 

   から５年間保管するものとする。 

３.２ 監督・検査 

   監督及び検査は、航空自衛隊調達規則（ＪＡＦＲ１２４）に基づき実施 

   するものとする。 

４  その他の指示 

４.１ 提出書類 

   契約相手方は次の書類を提出しなければならない。 

a)  点検整備記録 

b)  車両作業用紙 

c)  その他官側の指示するもの。 

４.２ 官給品 

   契約相手方は、原則として官給を受けなければならない。 

４.３ 付属品・予備品 

   付属品・予備品の整備は個別仕様書で特に規定した場合を除き原則と 

   として整備の対象外とする。 

４.４ 計測器・試験装置 

   車両等が要求事項に適合していることを確認するために使用する計測 

   器・試験装置は道路運送車両法の規定に適合したものでなければなら 

   ない。 

 

 



４.５ 安全管理 

   契約相手方は、各種法令等に基づき適切な安全管理を施し、事故防止 

   に努めなければならない。 

４.６ 補給手続き 

   次の事項に示す補給上の手続きについては、契約担当官の指示による。 

a)  車両等の受け渡し 

b)  官給品請求手続き等 

c)  交換した旧部品の返納処置 

４.７ 契約相手方の技術協力 

   契約相手方は、官側から次の事項について依頼された場合には、技術 

   協力を実施しなければならない。 

a)  不具合に関する原因、対策及び処置に関する調査検討 

b)  技術事項に関する資料等の提出又は指示 

４.8  様書の疑義 

    この仕様書について疑義が生じた場合は、官側に申し出て調整するも 

   のとする。 

  


